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はじめに 

公益財団法人三重県下水道公社（以下「公社」という。）は、昭和６３年１月の北部

浄化センターの供用開始から３０年余、三重県の流域下水道施設を維持管理してきま

した。かつて公社は、三重県設置の公益法人として条例上の地位に基づき維持管理を約

束されていましたが、平成１８年６月の指定管理者制度の導入に伴い、現在では、流域

下水道施設の指定管理者として、三重県から５年間の指定を受けて事業を実施する立

場にあります。そして令和元年度からは、この指定期間に合わせて策定した５年間の中

期計画（「新経営計画２０１９」）に基づき、すべての職員が公社の進むべき方向性や計

画に掲げた数値目標等を共有して、自らの業務に取り組んでいるところです。 

 

令和３年度はこの経営計画を見直す中間年度にあたっており、公社内に職員による

見直し作業チームを発足させ、コロナ禍における施設見学を含めた普及啓発活動のあ

り方や方向性、処理場被災事例にみる災害対応力のさらなる強化の必要性、栄養塩類管

理運転（窒素・リン）に関する県民の期待など、事業環境の変化にどう対応するべきか

について真剣な議論を重ねてきました。その結果、将来に向けた課題の整理、現行経営

計画への見直し反映などができたと考えています。 

 

さらに昨年度は、公益財団法人福島県下水道公社様のご協力を賜り、台風による堤防

決壊で水没した『県北浄化センター』の被災から復旧完了までの現場対応などについて、

オンラインによる臨場感あふれる研修ができました。このことは、コロナ禍における果

実を最大限利用した成果であると考えています。 

また、ＢＣＰに基づく実動初動訓練は地元ＴＶ局による取材、ニュース番組で特集と

して取り上げられ、公社の日常からの危機意識について広く県民のみなさまに周知で

きたことに加え、訓練に参加するすべての職員の緊張感を高め、災害対応に関する職員

の意識が変わってきたことを実感でき、非常に有意義なものでありました。 

 

『永遠に未完成』 

 

これは私が公社のＢＣＰ（事業継続計画）のまえがきに記載したキーワードですが、

これは災害対応計画だけでなく、全ての事業活動につながると考えております。 

今後も公社を取り巻く環境は大きく変化していくことでしょう。その際に指標とな

る計画に基づき事業を進めていると思いますが、職員一人ひとりがこの言葉の意味を

考え、行動し、常に県民の期待に応えていけるよう努力していただきたい。 

 

 

２０２２年５月 

公益財団法人三重県下水道公社 

理事長  稲 垣   司 
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Ⅰ 法人運営の状況 

当公社は定款に掲げる公社の目的を達成するため、次の基本運営方針に基づき事業運営

を行っています。  

 

１ 事業内容 

上記の基本運営方針のもと、次の５つの事業を実施しました。 

（１）流域下水道施設維持管理事業 

（２）調査研究事業 

（３）普及啓発事業 

（４）研修事業 

（５）排水設備工事責任技術者認定事業 

 

２ 組織運営状況 

（１）設立及び基本財産 

ア 設立 昭和６２年７月１日 

（平成２５年４月１日に公益財団法人へ移行） 

イ 基本財産 ６０，０００千円（市町５０％、県５０％出捐） 

（２）役員及び役員会の開催状況 

ア 評議員（令和４年３月３１日現在） 

役職名 氏  名 所属及び職名 

評議員 加治佐 隆 光 三重大学生物資源学部教授 

評議員 多 森 成 子 気象予報士 

評議員 武 本 行 正 四日市大学名誉教授 

評議員 太 田 照 代 司法書士 

評議員 山 本 勝 久 四日市市上下水道事業管理者 

評議員  田 村   学 津市上下水道事業管理者 

評議員 福 井 敏 人 伊勢市副市長 

評議員 岡   正 光 いなべ市副市長 

評議員 伊 藤 智 巳 前 多気町副町長 

評議員 真 弓 明 光 三重県県土整備部理事 

 

【基本運営方針】 

１ 放流水質基準値の遵守による公共用水域の水質保全及び改善 

２ 設備・機器の計画的な点検、修繕による施設の適正管理 

３ 効果的・効率的な運転管理によるコストの縮減 

４ 関係機関との連携による危機管理のさらなる強化 

５ 県民の下水道事業に対する関心の醸成と魅力の発信 

６ 行政機関への支援 
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【評議員会の開催状況】 

令和３年４月 １日 書面決議（みなし決議）による評議員会 

議 事 第１号議案「評議員の選任について」 

    第２号議案「理事の選任について」 

令和３年６月３０日 定時評議員会（三重県総合文化センター 男女共同参画センター） 

議 事 第１号議案「評議員会会長の選任について」 

 第２号議案「令和２年度財務諸表の承認について」 

第３号議案「公益財団法人三重県下水道公社役員等の報酬及び費用弁償 

に関する規程の一部改正について」 

第４号議案「任期満了に伴う評議員の選任について」 

第５号議案「任期満了に伴う理事及び監事の選任について」 

報告事項  報告事項１「令和２年度事業報告について」 

報告事項２「令和３年度事業計画及び収支予算について」 

報告事項３「令和３年度基本運営方針に基づく事業実施目標について」 

報告事項４「公社組織の体質（組織力）強化に向けた取組について」 

令和３年７月 １日 書面決議（みなし決議）による評議員会 

議 事 第１号議案「評議員会長及び副会長の選任について」 

 

イ 理事及び監事（令和４年３月３１日現在） 

役職名 氏  名 所属及び職名 

理 事 長 稲 垣   司 公益財団法人三重県下水道公社 

理  事 金 子   聡 三重大学大学院工学研究科 教授 

理  事 西 口 晶 子 津市教育委員会委員 

理  事 中 川 弘 巳 前 三重県職員信用組合理事長 

理  事 長谷川 浩 司 松阪市上下水道部次長 

理  事 久 保 康 司 桑名市上下水道部長 

理  事 宮 﨑 信 通 鈴鹿市上下水道局次長 

理  事 早 川 隆 三 川越町上下水道課長兼検査員兼水道技術管理者 

理  事 平 生 公 一 玉城町上下水道課長 

理  事 古 澤 忠 士 三重県県土整備部都市政策担当 次長 

監  事 松 下 裕 也 税理士 

監  事 板 東 克 典 菰野町下水道課長 
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【理事会の開催状況】 

令和３年５月２７日 令和３年度第１回通常理事会 

 

議 事 第１号議案「令和２年度事業報告及び収支決算並びに財産目録の承認 

          について」 

第２号議案「常勤役員に対する期末手当の支給率について」 

第３号議案「令和３年度定時評議員会の招集について」 

報告事項  報告事項１「令和３年度基本運営方針に基づく事業実施目標について」 

報告事項２「理事長の職務執行の状況について」 

令和４年３月２８日 令和３年度第２回通常理事会（三重県勤労者福祉会館） 

議 事 第１号議案「令和４年度事業計画及び収支予算（案）について」 

第２号議案「債務負担行為の設定について」 

第３号議案「公益財団法人三重県下水道公社就業規程の一部改正につい

て」 

第４号議案「公益財団法人三重県下水道公社育児・介護休業等に関する

規程の一部改正について」 

第５号議案「公益財団法人三重県下水道公社職員の給与に関する規程の

一部改正について」 

第６号議案「公益財団法人三重県下水道公社職員の再雇用に関する規 

程の一部改正について」 

報告事項 報告事項１「令和３年度収支決算見込みの概要について」 

報告事項２「理事長の職務執行の状況について」 

報告事項３「『公益財団法人三重県下水道公社経営計画 ～新経営計画 

２０１９～』の中間見直しについて」 

報告事項４「『下水道業務継続計画（下水道ＢＣＰ）～災害対応マニュア 

ル』に基づく訓練等について」 

 

松阪浄化センターを開催場所 
とするリモート会議 
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（３）事務局及び所在地 

ア 事務局組織図 

 

イ 所在地 

○ 総務課、水質分析センター  三重県松阪市高須町３９２２番地 

○ 北部浄化センター  三重県三重郡川越町亀崎新田８０番地２ 

○ 南部浄化センター  三重県四日市市楠町北五味塚１０８５番地１８ 

○ 志登茂川（しともがわ）浄化センター  三重県津市白塚町１５９２番地 

○ 雲出川（くもずがわ）左岸浄化センター  三重県津市雲出鋼管町５２番地５ 

○ 松阪浄化センター  三重県松阪市高須町３９２２番地 

○ 宮川浄化センター  三重県伊勢市大湊町１１２６番地 

 

ウ 職員構成等（令和４年３月３１日現在） 

   常勤役員 １名 

職員数 ５８名 

内 訳：プロパー職員  １８名（平均年齢 ４２歳） 

行政経験職員  １９名 

嘱託員     ２０名 

県派遣職員    １名 
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エ 有資格者数 

 

 

下水道技術検定第３種 49 名 第２種電気主任技術者 1 名 

環境計量士（濃度） 5 名 第３種電気主任技術者 7 名 

有機溶剤取扱主任者 17 名 第１種電気工事士 8 名 

特定化学物質取扱主任者 17 名 エネルギー管理員 22 名 

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 37 名 小型移動式クレーン技能修了者 16 名 

危険物取扱主任者甲種、乙種四類 22 名 玉掛け技能修了者 17 名 
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Ⅱ 事業報告 

ⅰ 令和３年度の実施事業概要 

（１）事業期間   令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

（２）総事業費   ４，６８４，７４５，４９３円 

うち 流域下水道施設維持管理事業費（公１） 4,660,069,594 円 

うち 普及啓発事業費（公１）               315,997 円 

うち 研修事業費 （公１）                    21,972 円 

うち 排水設備工事責任技術者認定事業費（公２） 10,045,834 円 

                          うち 管理費                   14,292,096 円 

 

（３）収支相償1の状況 

当公社は公益財団法人の認定を受けており、公益認定を受けた事業（上記「公１」、「公２」）

については、原則として事業収入が経費を上回ることはできません。そのため、毎年収支相償

を満たすかどうかについて、確認をしなければなりません。 

今年度の状況を下記に示します。 

 経常収益計（A） 経常費用計（B） 特定費用準備資金取崩額（C） 差引額（A-B+C） 

公１ 4,660,168,182 円 4,660,407,563 円 － △239,381 円 

公２ 8,793,020 円 10,045,834 円 1,000,000 円  △252,814 円 

計 4,668,961,202 円 4,670,453,397 円    1,000,000 円 △492,195 円 

※ 収入－費用が同額又はマイナスとなれば収支相償を満たしています。 

 

ⅱ 個別事業の実施状況 

１ 流域下水道施設維持管理事業 

三重県流域下水道施設の指定管理者として、北部処理区から宮川処理区までの６処理区の流域

下水道施設（浄化センター、ポンプ場及び流量観測設備）の維持管理を行うとともに、流入する

汚水を放流水質基準値以下になるまで浄化処理を行い、伊勢湾に放流しました。また、下水道施

設はライフラインの一つであり、代替性が利かない施設であることから、下水道を県民のみなさ

んがいつでも利用できるよう危機管理に努めました。 

当該事業計画における各業務の状況を下記に示します。 

 

（１）浄化センター運転管理業務 

令和３年度の流入水量は全浄化センターで 84,510,735 ㎥（前年比 100.6％）となりました。す

べての浄化センターにおいて法令で定める放流水質基準を遵守しました。指定管理者の成果目標

である「目標放流水質」については、すべて目標放流水質以内の水質を維持できました。この運

転管理業務については放流水質を安定的にコントロールする技術を高めるため、放流水質管理値

（いわゆる自主的な放流水の管理値）を設定して、その水準内に収まるよう運転管理に努めるこ

ととしており、令和３年度の数値目標達成状況については別添資料「新経営計画２０１９進捗状

況」にまとめています。 

                                                   
1 収支相償 公益法人が利益を内部に溜めずに、公益目的事業に充てるべき財源を最大限活用して、無償又は格安でサービスを

提供し、受益者を広げようとすることを目的とするものです。したがって、公益目的事業は税法上の収益事業に該当

する場合でも法人税の対象とはなりません。また、単年度で剰余金（いわゆる黒字）が発生したとしても中長期的に

収支が均衡することが確認できれば、この収支相償を満たすものとされます。 
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【汚水流入量】      （単位：㎥) 

 

 

【放流水質】                               （単位：mg/L） 

 BOD COD SS T-N T-P 

北部 

浄化センター 

目標放流水質 14 18 20 14(15) 1.3(1.4) 

放流水質管理値 12 16 18 7.2～14 0.7～1.3 

実績 
最大値 7.7 12 15 11 1.3 

平均値 2.6 7.7 2 7.9 1.0 

南部 

浄化センター 

目標放流水質 9.0 18 9 9.0(10) 1.2(1.3) 

放流水質管理値 8.0 16 8 5.3～9.0 0.6～1.2 

実績 
最大値 7.3 10 6 7.4 1.3 

平均値 4.4 8.9 3 5.0 0.8 

志登茂川 

浄化センター 

目標放流水質 ― ― ― ― ― 

放流水質管理値 12 16 18 5.4～18 0.8～2.4 

実績 
最大値 3.4 11 3 7.5 1.7 

平均値 1.6 7.6 0 5.6 0.8 

雲出川左岸 

浄化センター 

目標放流水質 14 18 20 17(18) 1.5(1.6) 

放流水質管理値 12 16 18 10～17 1.0～1.5 

実績 
最大値 7.7 10 8 13 1.4 

平均値 3.6 8.3 2 9.6 0.9 

松阪 

浄化センター 

目標放流水質 14 18 20 9.5(10) 0.9(1.0) 

放流水質管理値 12 16 18 8.0～9.5 0.5～0.9 

実績 
最大値 2.8 9.2 6 9.3 0.9 

平均値 1.7 7.6 2 8.3 0.6 

宮川 

浄化センター 

目標放流水質 14 18 20 9.5(10) 0.9(1.0) 

放流水質管理値 12 16 18 6.6～9.5 0.4～0.9 

実績 
最大値 3.1 9.8 2 8.1 1.0 

平均値 1.5 7.3 0 6.5 0.5 

注：（ ）は、栄養塩管理運転試行期間中の上限値（目標放流水質の適用除外） 

 当初計画 実績 

北部 
浄化センター 

37,451,000 37,385,513 

南部 
浄化センター 

17,178,000 17,229,794 

志登茂川 
浄化センター 

2,497,000 1,782,589 

雲出川左岸 
浄化センター 

9,502,000 9,549,996 

松阪 
浄化センター 

10,958,000 11,011,902 

宮川 
浄化センター 

7,981,000 7,550,941 

計 85,567,000 84,510,735 
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○放流水質管理値の設定について 

 

三重県流域下水道指定管理者基本協定書に定める目標放流水質５項目（ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、

Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ）について、生物処理機能を最大限活用した運転を行っていくうえで指標とする

数値を「放流水質管理値」として設定します。当該５項目に関する設定の考え方を下記に示しま

す。 

 

（１）ＢＯＤ 

ＢＯＤが目標放流水質付近まで上昇するという状況は、生物処理機能に何らかの異常が発生

している可能性（有機物の酸化作用の異常、アンモニア性窒素の酸化作用の異常＝アンモニア

性窒素の残存）があると考えられ、緊急的措置を講じるための目安（上限値）として設定して

います。 

 

（２）ＣＯＤ 

ＣＯＤが目標放流水質付近まで上昇するという状況は、難分解性の物質が流入している、生

物処理機能に何らかの異常が発生している（有機物の酸化作用の異常）という可能性があると

考えられ、緊急的措置を講じるための目安（上限値）として設定しています。 

 

（３）ＳＳ 

  ＳＳが目標放流水質付近まで上昇するという状況は、汚泥の沈降性不良等の生物処理機能の

異常が発生している、最終沈殿池への流入異常（水量バランスの異常）、汚泥界面の上昇による

活性汚泥流出の可能性があると考えられ、緊急的措置を講じるための目安（上限値）として設

定しています。 

 

（４）Ｔ－Ｎ 

放流水中の窒素については、水処理工程において意図的に調整（コントロール）して、目標

放流水質の範囲内に収めるという技術が求められている（栄養塩類の管理運転への期待）こと

から、下限、上限を定め、その設定範囲内での放流に努めるとして設定しています。 

 

（５）Ｔ－Ｐ 

放流水中のリンについては、水処理工程において意図的に調整（コントロール）して、目標

放流水質の範囲内に収めるという技術が求められている（栄養塩類の管理運転への期待）こと

から、下限、上限を定め、その設定範囲内での放流に努めるとして設定しています。 

志登茂川浄化センターを除く各浄化センターは冬季の栄養塩管理運転にかかる調査を反映し

て下限値及び上限値を設定しました。 
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（２）施設の保守管理業務  

浄化センターの修繕計画に基づき、修繕周期を迎えた機器類の修繕を行い、故障等の不具合発

生からの迅速な復旧（事後保全）に努めました。計画修繕については、機器の状態と予算を勘案

し、限られた予算内で効率的に修繕を実施できるよう努めました。 

事後保全実施件数 ３７６件（うち、発生後６ヶ月以内完了３５０件） 

計画修繕実施件数  ２０件（計画修繕計画件数 ３４件） 

 実施した計画修繕の実績は下表のとおりです。 

 【北部浄化センター】                           （単位：円） 

内 容 金 額 

No.A4 系水中撹拌機分解整備工事 19,140,000 

No.A5 系水中撹拌機分解整備工事 19,580,000 

No.41 送風機分解整備工事 27,940,000 

No.11,15 汚泥脱水機分解整備工事 44,000,000 

1 系汚泥受槽撹拌機ほか分解整備工事 6,820,000 

汰上ポンプ場 No.2-1 汚水ポンプ分解整備工事 5,940,000 

【南部浄化センター】                           （単位：円） 

内 容 金 額 

No.55、56、57、58、62 反応タンク撹拌機分解整備工事 11,550,000 

No.3-2 送風機分解整備工事 25,300,000 

【雲出川左岸浄化センター】 

内 容 金 額 

2-1-1 号循環ポンプ他分解整備工事 7,040,000 

2-1-2 号循環ポンプ他分解整備工事  7,810,000 

1-1、1-2 号薬品供給ポンプ分解整備工事  768,130 

【松阪浄化センター】                           （単位：円） 

内 容 金 額 

No.2-2 主ポンプ及び電動機分解整備工事（※）       (R3～R4 年度) 
0 

(29,543,800) 

No.2 汚泥脱水機分解整備工事（※）             (R2～R3 年度) 
31,804,300 

(34,100,000) 

No.2 汚泥濃縮調質装置分解整備工事 15,840,000 

No.2 濃縮汚泥掻寄機分解整備工事 3,520,000 

三渡川ポンプ場 No.2-2 汚水ポンプ分解整備工事 8,247,800 

三渡川ポンプ場自家発電設備エンジン他取替修繕工事（※） (R3～R4 年度) 
0 

(32,450,000) 

早馬瀬マンホールポンプ場 No.1 マンホールポンプ分解整備工事 6,037,900 

※ 債務負担行為を設定した会計年度を跨ぐ修繕工事であり、金額欄の上段は令和３年度におけ

る執行額であり、（   ）数字は全体工事費である。 

【宮川浄化センター】                           （単位：円） 
                 内 容 金 額 

1 系 No.2-1、2、3、4、5、No.3-2 無酸素槽撹拌機及び No.2 嫌気槽撹拌機分解整備工事 12,100,000 

No.3 汚泥脱水機分解整備工事 34,980,000 
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（３）汚泥処理業務  

令和３年度において水処理の過程で発生した汚泥は約 55,911 トン（前年比 99.3％）であり、

全量をセメント原料として有効利用しました。下水汚泥は産業廃棄物として取り扱われるため、

公社は廃棄物の多量排出事業者として、環境負荷低減のため汚泥発生量の抑制に取り組むととと

もに、収集運搬から処理の過程まで一貫して管理できる体制を採用し、排出事業者責任の担保を

図りました。 

 

【汚泥処分量】 （単位：ｔ) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４）危機管理 

令和３年度は台風、集中豪雨などによる危機管理のため、水防待機２０回、流入制限１０回、

併用処理２回などの不明水対応を実施しましたが、いずれにおいても法令に定める放流水質基準

を遵守し、下水道利用者に悪影響を及ぼすことはありませんでした。 

また、この危機管理対応力を高めるため、令和３年度に改訂した下水道事業継続計画（下水道

ＢＣＰ）に基づいて、全浄化センター合同で実施する図上・実動訓練を１回、津波浸水区域に立

地する松阪・宮川浄化センターで場外避難訓練を１回ずつ、全浄化センターで場内での垂直避難

訓練を１回ずつ、県との災害時の連絡を想定した伝達訓練を全センター合同で２回、それぞれの

浄化センター単独で実施する図上訓練を計６回実施しました。 

特に今年度は、地震や津波の災害対応訓練に注力し、令和４年１月１４日に実施した図上・実

動訓練については三重テレビにおいて取り上げられました。 

    

 汚泥処理量 

北部 

浄化センター 
22,761.44 

南部 

浄化センター 
11,703.63 

志登茂川 

浄化センター 
824.04 

雲出川左岸 

浄化センター 
6,799.68 

松阪 

浄化センター 
7,878.49 

宮川 

浄化センター 
5,943.42 

計 55,910.70 
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（５）周辺環境への配慮 

浄化センターは臭気発生源となりうるため、汚泥搬出時には消臭剤を使用するなどの臭気抑制

策を講じるとともに、定期的なチェックを行うことで臭気にかかる苦情が無いように努めました。

また、地域の事業所として地元のみなさまにご理解頂けるよう、浄化センター周辺の清掃活動な

どにも力を入れました。 

 

                      
 

（６）維持管理費の縮減努力 

維持管理費の継続的なコスト縮減を図るため、重点的にコスト削減を図る項目を定めて、各浄

化センターで統一的な取組を行いました。令和３年度も流入水量に対する電力使用量及び薬品使

用量ならびに汚泥発生量を対象として、従来からの取組以外の削減余地を探しつつ、平成３０年

度の実績を超えないという数値目標を設定し取り組みましたが、すべての項目において達成でき

たのは北部浄化センターのみという結果になりました。 

なお、維持管理費のうち約１５％を占める電力費については、令和元年度に５年間の電力会社

との需給契約を見直したところですが、これにより、令和３年度の電力使用量に旧契約条件を適

用して料金計算した場合に比べ、約１５％の削減（約１億９００万円／年）をしています。 

 

各浄化センターで取組を行った具体策 

項目  

電 力 

反応槽・濃縮汚泥貯留槽・分配液貯留槽撹拌機・脱臭ファン及びス

クリーンかす設備の間欠運転、循環ポンプ・反応槽撹拌機・濃縮汚

泥貯留槽及び分離液貯留槽の稼働台数制限、送風量調整による送風

機の稼働抑制、ろ過設備への処理水一部バイパスによるポンプ稼働

抑制、夜間電力の活用、紫外線消毒設備の出力抑制と間引き運転、

夜間場内照明の一部消灯、管理本館内の消灯徹底 他 

 

（７）普及啓発施設の運営管理事業 

松阪浄化センターに隣接する普及啓発施設「高須町公園オートキャンプ場」については、休業

となったため、景観維持業務のみを実施しました。 
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２ 調査研究事業 

今回の事業計画においては、流域下水道事業をはじめとする各事業の実施を通して、職員に多

くの技能向上を求めています。幸いにして私たち公社はこれらの研究を行うことのできる「浄化

センター」というフィールドを持っているため、仮説、実証、検証など、トライアル・アンド・

エラー（試行錯誤）の積み重ねがこれらの技術力向上のためには不可欠であり、研究に挑戦する

モチベーションを維持できるような環境整備に力を入れていくことにしています。 

また、昨今では海域栄養塩不足による水産資源の減少に対して、下水道処理施設から放流され

る放流水中に栄養塩類（窒素・リン）の供給について注目が集まっており、当公社においても優

先すべきテーマとして調査研究を行いました。 

 

（１）水質保全に関する調査研究 

令和２年度から「安定的に栄養塩類の運転管理をしながら、栄養塩類の供給量を増やしていけ

るか」ということを研究の主たるテーマとした調査研究を継続して実施しています。その中で令

和３年度はリン管理運転については一系列だけの運用で調査する研究段階から全系列での運用

を試行する研究段階へと一歩進め、窒素管理運転については雲出川左岸浄化センターにおいて他

の浄化センターへの展開を想定した調査研究を始めました。具体的な内容としては南部浄化セン

ターにおいて作成した放流水質（リン）モデルの再検討や、北部浄化センターＢ系（リン）に関

する新規モデル作成・検討、全センターにおいてリンを低減するための凝集剤の注入基準のさら

なる見直しと検討、雲出川左岸浄化センターにおいて運転管理の変更による窒素除去への影響な

どのデータ取りを実施し、今後の展開に向けての調査研究を進めています。 

【各浄化センターの着手状況】 

浄化センター 調査研究対象 着手年度 

雲出川左岸浄化センター 窒素・リン ２０１８～ 

北部浄化センター リン ２０１９～ 

南部浄化センター リン ２０１９～ 

宮川浄化センター リン ２０１９～ 

松阪浄化センター リン ２０２０～ 

 

（２）コスト抑制運転技術にかかる調査研究 

前述したとおり、令和３年度は栄養塩類の管理運転に関する調査研究を主たるテーマとして取

り組みましたので、コスト抑制運転技術についての新規調査は実施していません。 

 

【着手している調査研究内容と成果報告】 

浄化センター 調査研究対象 成果報告 

南部浄化センター 紫外線照射量と殺菌効果 ２０１９ 

宮川浄化センター 年末年始の窒素上昇対策 調査継続中 
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３ 普及啓発事業 

下水道はライフラインの一部で日常生活において重要な施設であること、その事業には多額の

費用を要し、かつ、それは下水道を利用する人々の負担（いわゆる「受益者負担の原則」）で成り

立っているにもかかわらず、毎日の生活においてあまり意識されず「自分とは関係ないもの」と

思われがちです。 

今、下水道事業を取り巻く環境は厳しいものとなっており、今後も持続可能な事業としていく

ためには、下水道について正しく理解し、自分にとって「本当に身近な施設」であること、「利用

できることの大切さ」に気づいてもらうことが重要であると考えています。 

これらのことから、まずはこちらから積極的に情報発信を行い、県民のみなさまに下水道に触

れる機会を増やしていくことを目標に事業を行いました。この事業について短期間で成果は出に

くいと理解していますが、地道に着実に実施していくことが成果を得るための近道だとも考えて

います。まずは露出を増やし、「下水道」、「ひいてはこの仕事の魅力」を認知してもらうこと、そ

のために取材等を通したメディアへの出演は特に力を入れて取り組みました。 

 

（１）施設見学者増への取組 

実際の処理施設に来てもらい、肌で感じてもらう、『下水道』が「身近な施設」、「ヴァーチャル

ではなくリアルな現実世界」であることを理解してもらうには、施設見学が一番の方法であると

考えています。いわゆる「百聞は一見に如かず」ということです。 

なお、令和３年度は緊急事態宣言が発出されたため、中止や延期を余儀なくされた学校もあり

ましたが、令和２年度に作成したガイドラインに基づき感染防止対策を講じたうえで、見学受け

入れを停止することなく可能な限り見学要望に応えることで、令和３年度は目標の５，０００人

を大きく上回る６，１４９人の見学者を受け入れることができました。 

                                  （単位：人） 

 北部 

浄化センター 

南部 

浄化センター 

志登茂川 

浄化センター 

雲出川左岸 

浄化センター 

松阪 

浄化センター 

宮川 

浄化センター 
計 

行政関係 26 17 4 30 0 8 85 

学校関係 2,206 1,319 200 693 752 593 5,763 

一 般 10 17 37 4 54 179 301 

計 2,242 1,353 241 727 806 780 6,149 

 

（２）出前講座、市民講座の開催 

こちらから相手側に出向いて実施する出前講座などは、将来的な施設見学者増へつながるきっ

かけづくりになると考えています。令和３年度も津市、松阪市、多気町内の小学生を対象に出前

教室を実施しました。 

また、「新経営計画２０１９」に基づく生徒・学生・市民向け講座の一環として、三重県立相可

高等学校食物調理科の１年生を対象に「日常調理する際の排水が下水道にどのような影響が及ぶ

のか」説明するとともに、普段から排水処理に関心を持ってもらうための下水道出前講座を開催

しました。 
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【小学生を対象とした出前教室】 

  
 

【高校生を対象とした出前講座】 
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（３）９月１０日「下水道の日」推進活動 

「９月１０日は下水道の日」、公社職員でもその意味についてきちんと分かりやすく説明でき

る者は少ないのが実情です。そんな状況であることから、当然、県民のみなさんにも浸透してい

ません。下水道への関心を高めるきっかけづくりとして制定されたものと理解していますが、本

当に分かりやすく説明することは難しいです。 

まずは立春の説明、二十四節気や雑節の説明、二百十日（二百二十日）、下水道の役割の一つで

ある浸水の防除に掛けていることを説明する必要があります。「『初めて日本で下水道ができた日』

といったように記念日みたいなことなら説明がしやすいのに」と、前述の普及啓発部会でも議論

となっています。 

 

「９月１０日は下水道の日」であるということを広く知ってもらうために、令和３年度も県内の

小学生を対象とした「ポスターコンクール」を実施しました。 

【第３４回下水道ポスターコンクール】 

   応募期間  令和３年５月２７日～９月１０日 

   企画内容  「下水道の日」にちなんで、下水道の役割に関する絵画や水、川、海を対

象にした自由な発想の絵画をコンクール形式で募集。応募資格は県内小学

校４年生から６年生とし、入選を含む２４点を選出しました。 

   入賞   ・三重県知事賞    １点  ・三重県下水道公社理事長賞 １点 

        ・浄化センター所長賞 ６点  ・入選          １６点 

応募総数 ５５７点 

               

           三重県知事賞          三重県下水道公社理事長賞 

この活動は当公社が設立された当初から続く活動であり、令和３年度で第３４回を迎えました。

三重県においても下水道が普及してきたこともあり、最近は下水道への入り口ともいえる「地域

のマンホール図柄」を使ったポスターが良く描かれてきています。このことは「下水道＝マンホ

ール」など、現在、県民のみなさんが下水道に対してどんなイメージ、興味を持っているかを知

ることのできる貴重な機会にもなっています。 

【９月１０日は下水道の日】 

 立春（二十四節気の一つで２月４日頃）から数えて２２０日目が９月１０日頃となり、古

くから二百二十日と呼ばれ、大きな台風が来る日とされていました。 

 下水道には「浸水からまちを守る」役割もあり、大雨からまちを守る意味を込め、台風シ

ーズンの９月１０日が下水道の日と定められました。 
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また、このコンクールで優秀賞として選ばれた２４作品については、県内各地で展示会を開催

し、広く県民のみなさんにも紹介しました。 

  〇 三重県総合博物館（ＭｉｅＭｕ）      〔令和３年１１月３０日～１２月 ９日〕 

  〇 三重県庁 県民ホール           〔令和３年１２月１３日～１２月１７日〕 

〇 イオンタウン菰野             〔令和４年 １月１３日～ １月１９日〕 

〇 鈴鹿ハンターショッピングセンター     〔令和４年 ２月 ２日～ ２月 ８日〕 

〇 多気クリスタルタウンショッピングセンター 〔令和４年 ２月１０日～ ２月１８日〕 

〇 イオンタウン伊勢ララパーク        〔令和４年 ３月 ３日～ ３月 ９日〕 

 

   
 

（４）広報媒体を活用した公社業務の発信 

露出を増やして「下水道」、「公社の仕事」を認知してもらうために取材等を通したメディアへ

の出演だけでなく、多くの視聴者が見込める高校野球中継でのスポットＣＭなどにも力を入れて

取り組みました。 

令和３年度のメディア出演については次のとおりです。 

イベント名 取材日 取材場所 報道機関 

下水道出前講座 令和 3年 5月 21 日 三重県立相可高等学校 三重テレビ放送 

三重テレビ「２０２１高

校野球」スポットＣＭ 

  
三重テレビ放送 

伊勢市夏休み親子見学

会～伊勢市上下水道部

と共催～ 

令和 3年 7月 27 日 宮川浄化センター 
伊勢新聞 

毎日新聞 

第 34 回下水道ポスター

コンクール 

三重県知事賞表彰式 

令和 3年 11月 16日 伊勢市立修道小学校 

三重テレビ放送 

ZTV 伊勢放送局 

伊勢新聞 

第 34 回下水道ポスター

コンクール 

入賞作品展 

令和 3年 11月 30日 
三重県総合博物館 

（ＭｉｅＭｕ） 
三重テレビ放送 

第 34 回下水道ポスター

コンクール 

入賞作品展 

令和 3年 12 月 7 日 
三重県総合博物館 

（ＭｉｅＭｕ） 
夕刊三重 
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イベント名 取材日 取材場所 報道機関 

三重テレビ「新春テレビ

スポット」ＣＭ 
  三重テレビ放送 

下水道ＢＣＰに基づく

大規模地震発生を想定

した図上・実動訓練 

令和 4年 1月 14 日 松阪浄化センター 三重テレビ放送 
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４ 研修事業 

下水道事業に携わる自治体の職員数は１９９７年度をピークに減少傾向が続いています。公社

が携わる維持管理の現場では特にその傾向が強く、現場から職員がどんどん引き揚げられていま

す。維持管理の効率化の観点から公社をはじめとした補完団体が平時の維持管理を行っています

が、緊急時の対応など危機管理においては、自治体（事業主体）の指示・判断が必要な場面があ

ります。的確かつ迅速な判断のためには、現場の知識が不可欠となることから、公社では自治体

職員向けの現場研修に力を入れることにしています。 

また、下水道事業は電気、機械、化学、土木、事務等の専門知識が必要な分野であることから、

その事業に携わる職員には幅広い知識や経験が求められます。この専門職を育成するには長い年

月がかかることから、少しでも若い時期からこの分野に携わることができるよう、仕事の内容等

について学生に紹介し、将来の技術者を目指すきっかけ、就職先の選択肢に加えてもらえるよう

インターンシップ研修にも力を入れていくことにしています。 

 

（１）浄化センターにおける運転操作研修及び現場研修 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の第５波、第６波の流行により対面集合型研修の開

催が極めて困難であったため、関係自治体の職員向けに大雨時における流入制限・併用処理の運

転操作をはじめとする研修会は、下記のとおりの開催となりました。 

                                   （単位：件） 

 北部 

浄化センター 

南部 

浄化センター 

志登茂川 

浄化センター 

雲出川左岸 

浄化センター 

松阪 

浄化センター 

宮川 

浄化センター 計 

運転操作研修会 1 1 0 0 0 1 3 

現場研修 0 0 0 0 1 1 2 

計 1 1 0 0 1 2 5 

 

    

 

（２）インターンシップ制度による職業体験研修 

令和３年度は高校生５名についてインターンシップ研修を実施しました。 

  

【三重県立四日市中央工業高等学校（化学工学科）】 

 ア 研修日時：令和３年１１月９日～１１日 

イ 研修内容：下水処理、北部浄化センター設備概要の説明 

       場内及び場外施設の見学、水質試験実習（採水、水温・透視度・SS・ 

MLSS・SV30・COD の測定） 
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（３）市町下水道担当職員研修  

令和３年度は第４３回全国下水道公社連絡協議会において「令和元年東日本台風の風水害にお

ける現場対応事例」を発表した公益財団法人福島県下水道公社から講師を招き、県及び関係自治

体の職員並びに当公社職員を対象に各種災害復旧事例について、同公社と各浄化センター、県及

び関係自治体の参加者をリモート接続しオンライン形式による研修会を開催しました。 

実際に現場で作業にあたった職員から生の声を聞くことができ、臨場感のある研修会となりま

した。 

 

ア 研修日時：令和４年２月２５日 

イ 研修内容： （１）令和元年東日本台風における被災状況 

         （２）被災水没後の現場対応事例 

         （３）復旧活動と留意点 

        （４）東日本大震災の被災事例 

ウ 参加者数：８８名 
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５ 排水設備工事責任技術者認定事業 

下水道に接続する排水設備（例：キッチン排水、トイレ排水等配管類）工事は、各市町の条例

や規則に基づき指定された指定工事店のみが施工できる仕組みとなっています。指定工事店には

排水設備及び下水道に関する知識や技術を持つ責任技術者が専属していなくてはならないとさ

れており、この責任技術者について資格試験や更新講習会を開催し資格者として認定しているの

がこの事業となります。 

現在、県内で敷設されている下水道は雨水と汚水を完全に分離する分流式となっていますが、

雨天時に流入する不明水の影響が大きな問題となっています。不明水が発生する原因は様々な要

因がありますが、宅内の排水設備からの流入も少なくないと言われています。そのため、指定工

事店に属する責任技術者に対しても浄化センターに流入する不明水の現状、その原因等について

理解してもらえるよう、資格更新講習会での説明に力を入れています。 

 

 

 

説明用スライドから抜粋 
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【下水道排水設備工事責任技術者更新講習会】 

 内   容 

令和４年 

１月１８日 

１月２５日 

２月 ９日 

２月２１日 

 

三重県総合文化センター フレンテみえ（受講者数：２５８人） 

伊勢市生涯学習センター       （受講者数：１３５人） 

菰野町町民センター         （受講者数：３０６人） 

農業コミュニティ文化センター    （受講者数：１４２人） 

 

 

 

 

 


